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本刊物每年都会为中国归国者、外国人

中学生及其家长报道有关高中升学说明会

的信息、奖学金等的信息。在本期中，我们

为大家介绍中国归国者第三・四代参加都道

府县高中入学考试时应该提前知道的特别

入学考试的现状以及注意要点。有关各个年

度的入学考试信息，可以在本中心的网站※

上看到。下面就根据 2018年度的调查结果，

为大家做一个详细的说明。  

 

           

特别入学考试制度中，有“特别考试措

施”和“特别入学名额”两个制度。 

所谓“特别考试措施”，是指在和一般

的考生一起参加高中入学考试时可以利用

的某种特别措施。其中包括“延长考试时间”

“允许带字典参加考试”“汉字上标假名”

“与一般考生分开，在别的教室参加考试”

“注意事项用母语注明”“减少考试科目”

等，但是“要利用这个制度，有在日本生活

年数的限制（比如：来日本后的时间要在三

年以内等）”“措施的内容”也因各地政府不

同自治体而有很大的差异。在 2018年的调

查中，针对有无特别考试措施的问题，60个

地区里有大约一半的回答是“〇”，由此可

以了解到是有特别措施制度的。 

 

  

所谓“特别入学名额”是指，与一般日

 本
ほん

誌
し

では、毎
まい

年
とし

中
ちゅう

国
ごく

帰国者や外
がい

国
こく

人
じん

の 中
ちゅう

学
がく

生
せい

とその保
ほ

護
ご

者
しゃ

のための高校進
しん

学
がく

・進路ガ
が

イ
い

ダ
だ

ン
ん

ス
す

情
じょう

報
ほう

・ 奨
しょう

学
がく

金
きん

情報等
など

をお伝
つた

えしてきました。本号
ほんごう

で

は、中国帰国者の３世・４世が都
と

道
どう

府
ふ

県
けん

立
りつ

高校を受
じゅ

験
けん

する場
ば

合
あい

に知っておくべき、特別入試の現
げん

状
じょう

や

注
ちゅう

意
い

点
てん

についてお知らせします。年
ねん

度
ど

毎
ごと

の入試情報

については、当
とう

セ
せ

ン
ん

タ
た

ー
ー

のウェブサイト
う ぇ ぶ さ い と

※で見られま

す。以下
い か

、最新
さいしん

の 2018 年度 調
ちょう

査
さ

結
けっ

果
か

に基
もと

づいて、

詳
くわ

しく説
せつ

明
めい

しましょう。 

特別入試の制度には、「入試特別措置」と「特別入

学枠」の二
ふた

つがあります。 

「入試特別措置」とは、一般
いっぱん

入試を一般受
じゅ

験
けん

者
しゃ

と

共
とも

に受験する際
さい

に何
なん

らかの特別措置が受
う

けられると

いうものです。「受験時
じ

間
かん

の延
えん

長
ちょう

」「辞
じ

書
しょ

の持
も

ち込
こ

み

許
きょ

可
か

」「漢
かん

字
じ

にル
る

ビ
び

を付
つ

ける」「別
べっ

室
しつ

受験」「 注
ちゅう

意
い

事
じ

項
こう

の母
ぼ

語
ご

表
ひょう

記
き

」「 教
きょう

科
か

減
げん

」などが認
みと

められていま

すが、“措置を受けるための滞日
たいにち

年数
ねんすう

制限
せいげん

（例
れい

：来日
らいにち

してからの年数が 3 年以
い

内
ない

等）”、“措置の内容
ないよう

”は自
じ

治
ち

体
たい

によって大
おお

きく異
こと

なります。2018年の調査では、

60地
ち

域
いき

のうち約
やく

半数
はんすう

の地域において、回答
かいとう

が“〇
まる

”

となっており、措置の制度があることがわかっていま

す。 

「特別入学枠」とは、日本人の一般受験者とは別
べつ

の

枠で、中国帰国生
せい

徒
と

等
とう

や外国人生徒を対
たい

象
しょう

とした入

学人
にん

数
ずう

枠があり、一般の入試とは異なる特別な試
し

験
けん

を受けられる制度のことです。一般受験者より受験科
か

面向中国归国者第 3·4代的高中特殊入学考试制度 

 

高中特别入学考试制度 

归国者第三・四代应该知道的高中特别入学考试制度 
～什么是特别措施? 特别入学名额是什么意思？需要什么资格？～ 

帰
き

国
こく

者
しゃ
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が知
し

っておくべき高
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校
こう

特
とく

別
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入
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試
し

制
せい

度
ど

 

～特別措
そ

置
ち

とは？ 特別 入
にゅう

学
がく

枠
わく

とは？ その資
し

格
かく

要
よう

件
けん

は？～ 
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本考生不同的招生名额，有一个以中国归国

学生等的外国籍学生为对象的招生名额，是

一种可以参加与一般入学考试不同的特别

选考制度。与一般考生相比，减少考试科目，

或是实施完全不同的考试（只有作文和面试

等）。像这样设置了“特别入学名额”的地

区，与实施“特别措施”的地区相比还是很

少的。在 2018年度的调查中，回答对中国

归国学生设置了“特别入学名额”的地区有

17个地区，对外国人学生设置的也只有 17

个地区（实施这两个制度的地区并非完全相

同）。而且，在“在日本生活的年数的限制”

“有名额的学校数”“招生名额”“考试内容”

等条件上，也因地区不同而有很大的差异，

各个地区录取人数也有差别。 

上述的特别考试制度，需要具备什么样

的资格才能利用呢？归国者第三、四代的

话，有以下三种可能性。 

①中国归国学生考试→以前被称为“引扬

生徒”等，是指遗华日本人、库页岛遗留

日本人的第二、三代，不包括第四代。 

②外国人学生考试→外国籍学生 

③海外归国学生考试→也就是被称为“归国

子女”的学生，是指具有日本国籍，因为

家长在海外工作等原因，常年生活在日本

以外的国家的学生。 

并非是所有的地方政府都会有分别针

对以上①～③的特别考试制度，地方政府不

同，“只有针对②的制度”“①和②的特别考

试制度都有，具体实施内容有差异”等，具

体实施状况差异很大。因为特别入学考试的

名称也没有被统一起来，可以利用的对象以

及资格也有必要向各地政府进行确认。 

比如说，现在阅读这篇报道的读者中，

想必很多人正在收集有关第四代的考试信

息吧。如果是第三代的话，还有可以利用制

度①的可能性，但是如果是在日本出生的场

合，几乎在所有的地区都不能利用特别考试

目
もく

の数
かず

を少
すく

なくしたり、全
まった

く別の試験（作
さく

文
ぶん

と面
めん

接
せつ

だけなど）を実
じっ

施
し

したりします。このような「特別

入学枠」を設
もう

けている自治体は「特別措置」に比
くら

べて

かなり少なく、2018 年度調査では、回答が“〇”と

なっているのは、中国帰国生徒で 17 地域、外国人生

徒で 17 地域（この二つの実施地域は完全一致ではな

い）のみです。しかも“滞日年数制限”“枠のある

学校数
がっこうすう

”“定員
ていいん

”“試験内容”が自治体によって大き

く異なり、合格者数
ごうかくしゃすう

にも開
ひら

きがあります。 

    

  

  

上 述
じょうじゅつ

した特別入試制度は、どのような資格があれ

ば利
り

用
よう

できるのでしょうか。帰国者 3 世４世の皆
みな

さ

んの場合は、以
い

下
か

の三
さん

種
しゅ

類
るい

の可
か

能
のう

性
せい

があります。 

➀中国帰国生徒入試→以
い

前
ぜん

は「引
ひき

揚
あげ

生徒」等と呼
よ

ば

れていたもので、中国・樺
から

太
ふと

残
ざん

留
りゅう

邦
ほう

人
じん

の２・３

世のことを指
さ

し、４世は含
ふく

まれない。 

②外国人生徒入試→外
がい

国
こく

籍
せき

生徒 

③海
かい

外
がい

帰国生徒入試→いわゆる「帰国子
し

女
じょ

」と呼ば

れていた生徒で、日本国籍を持ち、保
ほ

護
ご

者
しゃ

の海外勤
きん

務
む

などのために日本国
こく

外
がい

での生
せい

活
かつ

が長
なが

かった生

徒。 

すべての自治体において、この①～③それぞれに特

別入試制度があるわけではなく、自治体によって“②

だけ制度がある”“①と②があり、扱
あつか

いが異なる”等、

状
じょう

況
きょう

はかなり異なります。特別入試の名
めい

称
しょう

も統
とう

一
いつ

されていないので、その対象や資格については、個々
こ こ

の自治体に確認
かくにん

する必要
ひつよう

があります。 

 例
たと

えば、今この記事
き じ

を読んでいる皆さんは、４世の

受験について情報を集
あつ

めていらっしゃる方が多
おお

いと

思
おも

います。３世であれば、①の制度を利用できる可能

性もありますが、日本生
う

まれの場合、利用できない自

治体がほとんどです。①の制度がない自治体で②③の

制度を援用
えんよう

することもあります。４世の場合は、中国
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制度。在没有制度①的地区，也有参照制度

②③进行实施的。第四代的场合，如果是中

国国籍的话，还有可以利用制度②的可能性

（这个制度也一样，如果是在日本出生的

话，也有不能利用的地区）。日本国籍的话，

有利用③的可能性。不过，无论是哪种情况，

各个政府都有“在日本生活年数限制”等等

的各种各样的规定，所以有必要先向各自所

在的教育委员会进行咨询确认。 

有关 2019年度的考试信息，在中国归

国者支援・交流中心的网站上可以看到。因

为都道府县每年度有无“特别入学名额”以

及“特别考试措施”等的详细内容都会有所

不同，所以在参照网页内容的基础之上，有

关各自的条件是否符合考试资格等等的细

节，请直接向各自所在的有关服务窗口咨询

确认。此外，在实施“升学说明会”的地区，

向主办单位咨询的话，也有可用中文对应的

场合。 

 

※中国归国者支援・交流中心网站（主页） 

https://www.sien-center.or.jp 

 →“为归国者提供的有关升学・毕业去向

的信息” 

 →“全国面向归国学生等的高中考试特别

措施的信息” 

→“2018年调查 通常用 HTML（超文本标记

语言，即用于创建网页的标准标记语言）” 

※只要点击一览表中的相关自治体名，就会

跳到各个自治体的详细信息网页。 

※可以从网站的“信息提供事业”的“▼升

学・毕业去向信息”检索。 

※只有日语版页面。此外，各个都道府县的

窗口以及联系方式也都有记载。 

 

籍であれば②の制度を利用できる可能性があり（こち

らも日本生まれだと利用できない自治体があります）、

日本国籍の場合は③を利用できる可能性があります。

しかし、いずれにせよ、自治体ごとに“滞日年数制限”

等様
さま

々
ざま

な規
き

定
てい

がありますので、まずは各自治体の 教
きょう

育
いく

委
い

員
いん

会
かい

に問
と

い合
あ

わせることが必要です。 

 

       

      

2019 年度の入試に関
かん

する情報については、中国帰

国者支
し

援
えん

・交
こう

流
りゅう

センターのウェブサイト 上
じょう

で見
み

ら

れます。都道府県や年度毎に、「特別入学枠」や「入

試特別措置」の有
う

無
む

等 詳
しょう

細
さい

は異なりますので、ウェ

ブサイトを参
さん

照
しょう

のうえ、個
こ

々
こ

の 条
じょう

件
けん

が受験資格と

合
あ

うかなどについては、各
かく

自治体の窓
まど

口
ぐち

に 直
ちょく

接
せつ

お

問い合わせください。また、「進路ガイダンス」を実

施している地域では、その主
しゅ

催
さい

者
しゃ

に問い合わせると

中国語対
たい

応
おう

可
か

の場合があります。 

 

※中国帰国者支援・交流センターのウェブサイト（ホ

ームページ） 

https://www.sien-center.or.jp 

 →「帰国者のための進学・進路情報」 

 →「全国中国帰国生徒等の高校入試特別措置情報」 

→「2018 年調査 通
つう

常
じょう

HTML」 

※一覧表の自治体名
めい

をク
く

リ
り

ッ
っ

ク
く

すると、それぞれの詳

しい情報のページに飛
と

びます。 

※ウェブサイトの「情報提
てい

供
きょう

事
じ

業
ぎょう

」の「▼進学・

進路情報」から検索することもできます。 

※日本語
ご

ページのみです。また、各都道府県の窓口と

その連
れん

絡
らく

先
さき

も載
の

っています。 

                     （O） 
 

https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%BD%91%E9%A1%B5
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%A0%87%E8%AE%B0%E8%AF%AD%E8%A8%80

